
金
融
所
得
課
税
と
家
計
の
実
物
資
産

山

田

直

夫

一
、
は
じ
め
に

総
務
省
統
計
局
﹁
平
成
一
六
年
全
国
消
費
実
態
調
査
﹂

に
よ
れ
ば
、
二
人
以
上
の
世
帯
︵
全
世
帯
︶
の
資
産
合
計

は
三
九
〇
〇
万
円
で
、
そ
の
う
ち
住
宅
・
宅
地
資
産
が
約

七
一
％
を
占
め
、
金
融
資
産
の
約
二
四
％
を
大
き
く
上

回
っ
て
い
る
︵
図
表
１
︶。
ま
た
、
金
融
資
産
と
実
物
資

産
に
関
し
て
は
、
税
制
上
様
々
な
措
置
が
取
ら
れ
て
い

る
。
金
融
資
産
に
関
し
て
は
、
ま
ず
金
融
所
得
課
税
の
一

元
化
に
向
け
た
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

税
率
の
二
〇
％
へ
の
均
一
化
と
損
益
通
算
の
範
囲
拡
大
で

あ
る
。
ま
た
、﹁
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
﹂
と
い
う
政
策
的
要

請
に
基
づ
い
た
優
遇
措
置
に
関
す
る
改
革
も
行
わ
れ
て
い

る
。
優
遇
措
置
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
一
年
末
ま
で
上
場

株
式
等
に
一
〇
％
の
優
遇
税
率
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
優
遇
税
率
の
廃
止
後
は
、
非
課
税

口
座
内
の
少
額
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
及
び
譲
渡

所
得
等
の
非
課
税
措
置
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
一
方
、
実
物
資
産
に
つ
い
て
も
、
様
々
な
措
置
が
取

ら
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
、
二
〇
〇
九
年
に
住
宅
取
得
等

資
金
の
贈
与
に
係
る
贈
与
税
の
特
例
措
置
が
設
け
ら
れ
、
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二
〇
一
〇
年
度
税
制
改
正
で
こ
の
措
置
が
拡
充
さ
れ
て
い

る
。
金
融
資
産
と
実
物
資
産
の
代
替
性
の
有
無
に
つ
い
て

は
明
確
な
結
論
が
得
ら
れ
て
い
な
い
が
、
仮
に
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
れ
ら
の
政
策
が
互
い
の
効
果
を
打
ち
消
し
あ
っ

て
し
ま
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
金
融
所
得
課
税
が
家
計
の
金
融
資

産
保
有
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
実
物
資
産
の
存
在
も

考
慮
し
な
が
ら
分
析
を
行
っ
た
。
実
物
資
産
を
取
り
上
げ

る
理
由
は
、
先
に
も
少
し
触
れ
た
が
金
融
資
産
と
実
物
資

産
の
代
替
性
の
有
無
が
金
融
所
得
課
税
の
あ
り
方
に
影
響

を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

分
析
に
用
い
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
各
年
の

家
計
資
産
に
関
す
る
デ
ー
タ
と
し
て
は
総
務
省
統
計
局

﹁
貯
蓄
動
向
調
査
﹂
が
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
末
時
点

で
終
了
し
て
い
る
。
ま
た
、
総
務
省
統
計
局
﹁
家
計
調
査

︵
家
計
収
支
編
︶﹂
に
実
物
資
産
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
公
表

さ
れ
て
は
い
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と
は
で
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資産合計

資産の種類

150

164

577

2209

606

2180

2786

569

1520

950

3900

純資産額

（万円）

年間収入

（注） 純資産額：純資産額のうち住宅資産及び耐久消費財について、経過年数に応じて減価している。

（出所） 総務省統計局「平成16年 全国消費実態調査」
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図表１ １世帯当たり家計資産額の内訳（二人以上の世帯）

ゴルフ会員権等

耐久消費財等資産

（再掲）現住居以外・現居住地以外

（再掲）現住居・現居住地

住宅資産

−7.2

−54.6

耐久消費財



き
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
総
務
省
統
計
局
﹁
貯
蓄
動

向
調
査
﹂
を
用
い
て
一
九
七
〇
～
一
九
九
〇
年
代
を
対
象

と
し
た
長
期
的
な
分
析
を
、
総
務
省
統
計
局
﹁
家
計
調

査
﹂
を
用
い
て
近
年
に
つ
い
て
の
分
析
を
行
っ
た
。

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
二
節
で
は
、

総
務
省
統
計
局
﹁
貯
蓄
動
向
調
査
﹂
の
デ
ー
タ
を
利
用
し

て
配
当
課
税
と
実
物
資
産
へ
の
投
資
が
家
計
の
金
融
資
産

保
有
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
具
体
的
に

は
、
全
世
帯
の
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
九
八
年
ま
で
の

﹁
年
次
別
貯
蓄
、
負
債
及
び
実
物
投
資
の
１
世
帯
当
た
り

純
増
減
額
﹂
を
用
い
て
回
帰
分
析
を
行
っ
た
。
続
く
三
節

で
は
、
総
務
省
統
計
局
﹁
家
計
調
査
︵
家
計
収
支
編
︶﹂

の
勤
労
者
世
帯
の
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
ま
で
の

デ
ー
タ
を
利
用
し
て
、
最
近
に
お
け
る
金
融
資
産
と
実
物

資
産
の
代
替
性
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
可
処

分
所
得
に
占
め
る
各
資
産
の
割
合
を
求
め
、
相
関
係
数
を

求
め
た
。
ま
た
、
金
融
資
産
の
中
か
ら
預
貯
金
と
有
価
証

券
を
取
り
出
し
、
同
様
の
手
法
で
他
の
資
産
と
の
相
関
係

数
を
求
め
た⑴

。
最
後
の
四
節
で
は
、
本
稿
の
議
論
を
ま
と

め
、
政
策
的
な
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
示
す
。

二
、
家
計
の
資
産
選
択
︱
配
当
課
税
と

実
物
資
産
の
影
響
︱

⑴

配
当
課
税
に
関
す
る
先
行
研
究

本
節
で
は
、
配
当
課
税
と
実
物
資
産
が
家
計
の
資
産
選

択
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
簡
単
に
分
析
す
る
。
実
物
資

産
を
考
慮
し
た
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
既
に
山
田
︵
二
〇

〇
九
︶
な
ど
で
紹
介
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
配
当
課
税
の

影
響
に
関
す
る
先
行
研
究
を
取
り
上
げ
る
。

岩
本
・
藤
島
・
秋
山
︵
一
九
九
五
︶
は
、
一
九
八
〇
年

か
ら
一
九
九
二
年
ま
で
の
わ
が
国
の
利
子
・
配
当
課
税
の

実
効
税
率
︵
異
な
っ
た
制
度
が
適
用
さ
れ
る
所
得
ご
と
に

そ
の
限
界
税
率
を
求
め
、
そ
れ
を
所
得
の
シ
ェ
ア
に
よ
っ

金融所得課税と家計の実物資産
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て
平
均
し
た
も
の
︶
を
計
測
す
る
と
と
も
に
、
一
九
八
八

年
の
利
子
課
税
改
革
︵
マ
ル
優
の
廃
止
と
源
泉
分
離
課
税

化
︶
が
世
帯
の
貯
蓄
・
資
産
選
択
行
動
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
与
え
た
か
を
検
証
し
た
。
そ
し
て
利
子
課
税
改
革
に

よ
り
、
高
齢
世
帯
は
そ
の
他
の
世
帯
に
比
較
し
て
利
子
所

得
を
産
む
資
産
を
相
対
的
に
増
加
さ
せ
た
こ
と
な
ど
を
示

し
た
。

日
本
総
合
研
究
所
は
、
岩
本
・
藤
島
・
秋
山
︵
一
九
九

五
︶
と
ほ
ぼ
同
じ
計
測
手
法
に
よ
っ
て
一
九
九
七
年
度
、

一
九
九
八
年
度
、
二
〇
〇
〇
年
度
の
利
子
・
配
当
課
税
の

実
効
税
率
を
計
測
し
、
そ
の
結
果
を
日
本
総
合
研
究
所
調

査
部
経
済
・
社
会
政
策
研
究
セ
ン
タ
ー
編
︵
二
〇
〇
三
︶、

湯
元
編
著
︵
二
〇
〇
三
︶
な
ど
に
お
い
て
公
表
し
て
い

る
。
そ
の
結
果
を
見
る
と
株
式
配
当
所
得
の
方
が
利
子
所

得
よ
り
重
課
さ
れ
て
い
る
が
、
時
系
列
で
見
る
と
そ
の
差

が
縮
小
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら

湯
元
編
著
︵
二
〇
〇
三
︶
は
、
預
貯
金
が
一
貫
し
て
税
制

上
優
遇
さ
れ
て
き
た
か
ら
個
人
マ
ネ
ー
が
リ
ス
ク
資
産
に

向
か
わ
な
い
と
い
う
通
説
が
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
と
し

て
い
る
。

関
田
︵
二
〇
〇
五
︶
は
、
利
子
・
配
当
・
株
式
譲
渡
所

得
に
課
さ
れ
る
実
効
税
率
を
一
九
七
三
年
か
ら
二
〇
〇
一

年
ま
で
計
測
し
、
一
九
八
八
年
以
前
は
マ
ル
優
対
象
資
産

が
マ
ル
優
対
象
外
資
産
よ
り
軽
課
さ
れ
て
い
た
が
、
一
九

八
八
年
以
後
は
そ
れ
が
逆
転
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た

資
産
需
要
関
数
を
推
定
し
、
そ
の
結
果
を
元
に
一
九
八
八

年
、
二
〇
〇
六
年
の
マ
ル
優
制
度
改
正
の
効
果
を
見
て
い

る
。
そ
し
て
両
改
正
と
も
マ
ル
優
制
度
対
象
資
産
か
ら
マ

ル
優
対
象
外
資
産
へ
の
シ
フ
ト
を
も
た
ら
し
た
が
、
二
〇

〇
六
年
改
正
の
影
響
が
非
常
に
小
さ
く
、
改
革
の
効
果
が

ほ
と
ん
ど
あ
ら
わ
れ
な
い
こ
と
を
示
し
た
。

な
お
関
田
︵
二
〇
〇
九
︶
は
、
家
計
の
資
産
選
択
に
言

及
し
て
い
な
い
が
、
実
効
税
率
の
計
測
を
行
っ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
一
九
七
三
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
に
お
け
る
各
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資
本
所
得
︵
利
子
所
得
、
配
当
所
得
、
株
式
等
の
譲
渡
所

得
︶、
及
び
各
金
融
商
品
︵
預
貯
金
、
株
式
︶
の
実
効
税

率
で
あ
る
。
ま
た
、
時
限
的
優
遇
措
置
が
廃
止
さ
れ
る
二

〇
一
一
年
以
降
の
各
資
本
所
得
・
金
融
商
品
の
実
効
税
率

も
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
し
て
い
る
。
そ
し
て
二
〇
一
一
年
以

降
、
資
本
所
得
の
表
面
税
率
が
同
様
で
あ
っ
て
も
、
金
融

商
品
間
の
課
税
の
中
立
性
を
確
保
で
き
る
と
は
言
い
難
い

と
し
て
い
る
。

山
田
︵
二
〇
〇
七
︶
は
、
岩
本
・
藤
島
・
秋
山
︵
一
九

九
五
︶
の
計
測
方
法
を
一
部
簡
略
化
す
る
形
で
二
〇
〇
一

年
か
ら
二
〇
〇
五
年
ま
で
の
利
子
・
配
当
課
税
の
実
効
税

率
を
計
測
し
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
三
年
度
税
制
改
正
に
よ

り
、
配
当
課
税
の
実
効
税
率
が
低
下
し
た
こ
と
を
示
し

た
。
ま
た
、
山
田
︵
二
〇
〇
八
︶
は
、
こ
の
結
果
を
利
用

し
て
簡
単
な
実
証
分
析
を
行
い
、
配
当
課
税
の
実
効
税
率

が
有
価
証
券
の
需
要
や
貯
蓄
に
占
め
る
株
式
・
株
式
投
資

信
託
の
割
合
あ
る
い
は
株
式
・
株
式
投
資
信
託
と
預
貯
金

の
比
率
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
ま
た

金
融
資
産
の
需
要
に
持
ち
家
率
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

林
田
・
大
野
︵
二
〇
〇
八
︶
は
、
社
団
法
人
証
券
広
報

セ
ン
タ
ー
実
施
の
﹃
証
券
貯
蓄
に
関
す
る
全
国
調
査
﹄
の

デ
ー
タ
を
利
用
し
て
、
配
当
課
税
が
家
計
の
資
産
選
択
行

動
に
与
え
る
影
響
を
分
析
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
株

式
需
要
と
保
有
期
間
に
対
す
る
各
家
計
の
限
界
税
率
の
影

響
を
検
証
し
て
い
る
。
分
析
の
結
果
、
配
当
税
率
の
上
昇

は
株
式
需
要
を
押
し
下
げ
、
保
有
期
間
を
引
き
延
ば
す
こ

と
が
示
唆
さ
れ
た
。
そ
し
て
、﹁
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
﹂
の

成
功
の
た
め
に
は
、
配
当
へ
の
税
負
担
を
引
き
下
げ
る
政

策
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

林
田
・
大
野
︵
二
〇
〇
八
︶
は
単
年
の
デ
ー
タ
を
用
い

て
お
り
、
そ
の
結
果
が
長
期
に
わ
た
る
家
計
の
投
資
行
動

に
対
し
て
有
効
で
あ
る
か
定
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
大

野
・
林
田
︵
二
〇
一
〇
︶
は
同
調
査
の
一
九
九
一
年
か
ら
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二
〇
〇
六
年
ま
で
の
六
回
分
の
調
査
結
果
を
用
い
て
、
購

入
意
欲
と
保
有
期
間
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
分
析
の

結
果
、
配
当
税
率
は
購
入
意
欲
に
対
し
て
負
の
有
意
な
影

響
が
あ
る
こ
と
、
配
当
課
税
は
保
有
期
間
を
長
引
か
せ
、

取
引
を
不
活
性
化
す
る
効
果
を
持
つ
こ
と
な
ど
が
示
唆
さ

れ
た
。
そ
し
て
﹁
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
﹂
の
政
策
遂
行
の
た

め
に
、
配
当
税
率
を
軽
減
さ
せ
た
こ
と
は
正
し
い
選
択
で

あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
と
し
て
い
る
。

井
上
・
上
條
︵
二
〇
一
〇
︶
は
、
一
九
七
八
年
か
ら
二

〇
〇
七
年
ま
で
の
三
〇
年
間
に
つ
い
て
利
子
課
税
、
配
当

課
税
、
株
式
等
の
譲
渡
所
得
課
税
の
実
効
税
率
を
推
計

し
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
資
産
需
要
関
数
を
推
計
し
て
い

る
。
さ
ら
に
金
融
資
産
残
高
の
収
益
率
弾
力
性
を
推
計

し
、
課
税
の
影
響
を
分
析
し
て
い
る
。
分
析
の
結
果
、
株

式
投
資
優
遇
税
制
に
よ
り
、
利
子
課
税
に
比
べ
て
配
当
・

譲
渡
課
税
の
実
効
税
率
は
低
く
な
っ
た
こ
と
、
株
式
投
資

優
遇
税
制
は
家
計
の
保
有
す
る
株
式
の
シ
ェ
ア
を
上
昇
さ

せ
る
が
、
そ
の
大
き
さ
は
小
さ
い
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に

し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
金
融
所
得
税
制
の

税
率
は
必
ず
し
も
家
計
の
資
産
選
択
を
決
定
す
る
中
心
的

な
要
因
と
は
な
り
得
ず
、
近
年
の
金
融
所
得
税
制
改
革
の

影
響
も
限
定
的
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑵

分
析
方
法

本
節
の
分
析
に
用
い
る
デ
ー
タ
は
、
総
務
省
統
計
局

﹁
貯
蓄
動
向
調
査
﹂
の
﹁
年
次
別
貯
蓄
、
負
債
及
び
実
物

投
資
の
１
世
帯
当
た
り
純
増
減
額
﹂︵
全
世
帯
︶
で
あ
る
。

分
析
対
象
年
は
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
九
八
年
で
、
最
小

二
乗
法
に
よ
り
株
式
や
株
式
投
資
信
託
の
純
増
減
に
配
当

課
税
の
実
効
税
率
や
実
物
投
資
が
影
響
し
て
い
る
か
を
探

る⑵

。配
当
課
税
の
実
効
税
率
の
求
め
方
は
、
山
田
︵
二
〇
〇

七
︶
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
総
合
課
税
、
源
泉
分

離
選
択
課
税
、
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
︵
源
泉
分
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離
課
税
︶、
源
泉
分
離
課
税
︵
確
定
申
告
不
要
︶
の
そ
れ

ぞ
れ
の
課
税
方
法
に
つ
い
て
実
効
税
率
を
求
め
、
そ
れ
ら

を
所
得
の
シ
ェ
ア
で
加
重
平
均
し
た
も
の
を
そ
の
年
の
配

当
課
税
に
対
す
る
実
効
税
率
と
し
た
︵
図
表
２
︶。
よ
り

具
体
的
に
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

総
合
課
税
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
国
税
庁
﹁
税
務
統
計
か

ら
見
た
申
告
所
得
税
の
実
態
﹂
か
ら
各
所
得
階
級
の
一
人

当
た
り
課
税
所
得
額
が
わ
か
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
各
所
得

階
級
の
国
税
︵
所
得
税
︶
の
適
用
限
界
税
率
を
求
め
た
。

続
い
て
配
当
控
除
額
を
考
慮
し
な
が
ら
税
額
を
算
出
し
、

そ
れ
を
配
当
所
得
で
除
し
て
各
所
得
階
級
の
実
効
税
率
を

求
め
た
。
最
後
に
そ
れ
を
各
所
得
階
級
の
配
当
所
得
を

ウ
ェ
イ
ト
に
し
て
加
重
平
均
し
た
。
地
方
税
に
つ
い
て

は
、
課
税
所
得
金
額
が
所
得
税
と
同
一
で
あ
る
と
仮
定

し
、
住
民
税
の
適
用
限
界
税
率
を
求
め
、
以
降
は
所
得
税

と
同
様
の
手
法
で
計
測
し
た
。
そ
し
て
国
税
分
と
地
方
税

分
の
実
効
税
率
の
合
計
を
総
合
課
税
に
お
け
る
実
効
税
率

金融所得課税と家計の実物資産
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合計（％）地方税（％）国税（％）年

図表２ 配当課税の実効税率
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と
し
た
。

源
泉
分
離
選
択
課
税
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
﹁
国
税
庁

統
計
年
報
書
﹂
に
あ
る
、
配
当
所
得
の
課
税
状
況
の
デ
ー

タ
を
用
い
た
。
国
税
分
に
つ
い
て
は
、
源
泉
分
離
︵
選

択
︶
課
税
適
用
分
の
中
で
、﹁
利
益
又
は
利
息
の
配
当
、

剰
余
金
の
分
配
、
基
金
利
息
の
分
配
﹂
に
区
分
さ
れ
て
い

る
源
泉
徴
収
税
額
を
支
払
金
額
で
除
し
て
実
効
税
率
を
求

め
た
。
地
方
税
は
総
合
課
税
な
の
で
先
に
求
め
た
実
効
税

率
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
た
。

証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
︵
源
泉
分
離
課
税
︶
に

つ
い
て
は
、
一
九
八
八
年
三
月
ま
で
と
そ
れ
以
降
で
税
制

が
異
な
る
の
で
分
け
て
計
測
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
九
八

八
年
三
月
ま
で
は
、
国
税
分
に
つ
い
て
は
国
税
庁
﹁
国
税

庁
統
計
年
報
書
﹂
に
あ
る
配
当
所
得
の
課
税
状
況
の
デ
ー

タ
を
用
い
、
源
泉
分
離
︵
選
択
︶
課
税
適
用
分
の
中
で

﹁
証
券
投
資
信
託
の
収
益
の
分
配
﹂
あ
る
い
は
﹁
証
券
投

資
信
託
の
収
益
の
分
配
及
び
特
定
株
式
投
資
信
託
の
収
益

の
分
配
﹂
に
区
分
さ
れ
て
い
る
源
泉
徴
収
税
額
を
支
払
金

額
で
除
し
て
実
効
税
率
を
求
め
た
。
地
方
税
は
非
課
税
で

あ
る
。
一
九
八
八
年
四
月
か
ら
は
、
国
税
分
は
そ
れ
ま
で

と
同
じ
計
測
方
法
で
実
効
税
率
を
求
め
た
が
、
地
方
税
分

の
実
効
税
率
は
、
国
税
分
の
三
分
の
一
と
し
た
。

源
泉
分
離
課
税
︵
確
定
申
告
不
要
︶
に
つ
い
て
は
、
国

税
庁
﹁
国
税
庁
統
計
年
報
書
﹂
に
あ
る
配
当
所
得
の
課
税

状
況
の
デ
ー
タ
を
用
い
た
。
た
だ
し
そ
こ
か
ら
わ
か
る
配

当
所
得
金
額
の
う
ち
一
般
課
税
分
に
つ
い
て
は
個
人
の
ほ

か
法
人
の
受
取
分
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
総
合
課
税
の

源
泉
徴
収
分
も
含
ま
れ
て
い
る
。
国
税
庁
﹁
税
務
統
計
か

ら
見
た
法
人
企
業
の
実
態
﹂
か
ら
法
人
の
受
取
配
当
額

が
、
国
税
庁
﹁
税
務
統
計
か
ら
見
た
申
告
所
得
税
の
実

態
﹂
か
ら
申
告
所
得
の
配
当
所
得
が
わ
か
る
の
で
こ
れ
ら

を
差
し
引
い
た
も
の
を
こ
こ
で
の
配
当
所
得
と
し
た
。
税

率
に
つ
い
て
は
当
時
の
税
制
を
反
映
し
て
、
国
税
が
一
九

七
六
年
と
一
九
七
七
年
が
一
五
％
、
そ
れ
以
降
は
二
〇
％
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と
し
た
。
地
方
税
は
〇
％
で
あ
る
。

ま
た
、
定
期
預
金
金
利
に
つ
い
て
は
財
務
省
財
務
総
合

政
策
研
究
所
﹁
財
政
金
融
統
計
月
報
﹂
の
デ
ー
タ
を
、
株

式
収
益
率
に
つ
い
て
は
日
本
証
券
経
済
研
究
所
﹁
株
式
投

資
収
益
率
﹂
の
第
一
部
年
間
市
場
収
益
率
︵
単
純
平
均
︶

の
デ
ー
タ
を
用
い
た
。

⑶

分
析
結
果

図
表
３
は
分
析
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
①
の
株

式
等
︵
株
式
と
株
式
投
資
信
託
の
合
計
︶
に
つ
い
て
の
結

果
を
見
る
と
、
税
引
き
後
株
式
収
益
率
が
正
に
有
意
で

あ
っ
た⑶

。
ま
た
、
実
物
投
資
に
関
し
て
は
有
意
な
結
果
が

得
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
方
、
②
の
預
貯
金
等
︵
定
期
性
預

貯
金
と
通
貨
性
預
貯
金
の
合
計
︶
に
つ
い
て
は
、
税
引
き

後
株
式
収
益
率
が
負
に
有
意
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
実
物
投

資
に
関
し
て
は
株
式
等
と
同
様
に
有
意
な
結
果
は
得
ら
れ

な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
配
当
課
税
の
実
効
税

金融所得課税と家計の実物資産
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0.0037
（0.0875）

−8.0024
（−0.5735）

実物投資

定数項14.6452
（0.3881）

443.2727
（2.8732**）

定数項

図表３ 推計結果

1.1706
（3.1834**）

−7.2766
（−4.1956**）

0.9257
（2.1821*）

税引き後
株式収益率

0.2725
（2.6374*）

建物0.3175
（1.8389）

税引き後
株式収益率

0.0812
自由度調整済み
決定係数

定期預金金利 −0.4923
（−0.1368）

−19.8822
（−1.3519）

定期預金金利 0.4557
（0.2030）

0.6736

（注） 1） カッコ内は t 値、**は１％水準で有意、*は５％水準で有意を表す。

2） 定期預金金利は銀行の定期預金（１年）の利率である。

③株式等②預貯金等①株式等

自由度調整済み
決定係数

0.3271



率
は
、
家
計
の
金
融
資
産
選
択
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ

と
、
金
融
資
産
と
実
物
投
資
の
間
の
代
替
性
は
な
い
こ
と

が
示
唆
さ
れ
る
。

ま
た
総
務
省
統
計
局
﹁
貯
蓄
動
向
調
査
﹂
で
は
、
実
物

投
資
は
家
計
用
投
資
と
事
業
用
投
資
に
分
か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
家
計
用
投
資
は
住
宅
と
土
地
に
、
事
業
用
投
資
は

建
物
と
土
地
に
分
か
れ
て
い
る
。
③
は
こ
の
事
業
用
投
資

の
建
物
を
説
明
変
数
に
加
え
て
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ

る
。
自
由
度
修
正
済
み
決
定
係
数
が
低
い
が
、
建
物
が
正

に
有
意
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
等
と
建
物

の
間
に
は
補
完
的
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
金
融
資
産
と
実
物
投
資
の
間
に
は
代
替

性
は
見
ら
れ
な
い
が
、
実
物
投
資
の
中
に
は
金
融
資
産
保

有
に
影
響
を
与
え
る
も
の
も
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。以

上
よ
り
、
金
融
所
得
課
税
の
改
革
な
ど
で
政
策
的
に

家
計
の
金
融
資
産
保
有
を
何
ら
か
の
方
向
に
誘
導
し
た
い

場
合
は
、
金
融
所
得
課
税
の
改
革
の
影
響
だ
け
で
な
く
、

実
物
投
資
に
対
す
る
政
策
の
影
響
も
考
慮
し
て
く
必
要
が

あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
、
最
近
に
お
け
る
金
融
資
産
と
実
物

資
産
の
代
替
性

⑴

デ
ー
タ

本
節
で
は
最
近
に
お
け
る
金
融
資
産
と
実
物
資
産
の
代

替
性
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
こ
か
ら
金
融
所
得
課
税
が
家

計
の
資
産
選
択
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
前

述
の
よ
う
に
総
務
省
統
計
局
﹁
貯
蓄
動
向
調
査
﹂
は
二
〇

〇
〇
年
末
時
点
で
終
了
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の

統
計
で
毎
年
の
実
物
資
産
の
動
向
が
わ
か
る
も
の
と
し
て

は
、
総
務
省
統
計
局
﹁
家
計
調
査
︵
家
計
収
支
編
︶﹂
の

デ
ー
タ
が
あ
る
。
こ
の
デ
ー
タ
に
は
、
土
地
や
家
屋
な
ど

の
不
動
産
購
入
な
ど
を
示
す
﹁
財
産
購
入
﹂
、
そ
れ
ら
の
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売
却
を
示
す
﹁
財
産
売
却
﹂、
両
者
の
差
を
と
っ
た
﹁
財

産
純
増
﹂
と
い
う
項
目
が
あ
る
。
た
だ
し
、
実
物
資
産
の

内
訳
に
つ
い
て
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
詳
細

な
分
析
を
行
う
の
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
家
計
の
資
産

選
択
に
お
い
て
は
労
働
を
し
て
い
な
い
高
齢
者
世
帯
が
重

要
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
来

は
勤
労
者
世
帯
の
他
に
そ
う
し
た
世
帯
を
含
む
、
総
世
帯

や
二
人
以
上
の
世
帯
を
分
析
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。
し

か
し
実
物
資
産
に
関
す
る
項
目
が
あ
る
の
は
勤
労
者
世
帯

に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。

以
上
よ
り
、
本
節
で
は
﹁
家
計
調
査
︵
家
計
収
支
編
︶﹂

の
勤
労
者
世
帯
を
対
象
に
ご
く
簡
単
な
分
析
を
行
っ
た
。

⑵

分
析
方
法

デ
ー
タ
に
簡
単
な
加
工
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
物
資

産
と
金
融
資
産
の
代
替
性
に
つ
い
て
分
析
し
た
も
の
と
し

て
、
マ
ル
優
制
度
の
経
済
効
果
を
分
析
し
た
小
椋
︵
一
九

八
四
︶
が
あ
る
。
本
節
で
は
小
椋
︵
一
九
八
四
︶
で
採
ら

れ
て
い
る
手
法
を
参
考
に
分
析
を
行
う
。

ま
ず
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
ま
で
の
世
帯
主

の
年
齢
階
級
別
の
デ
ー
タ
を
用
い
て
、﹁
預
貯
金
純
増
﹂、

﹁
有
価
証
券
純
購
入
﹂
、﹁
財
産
純
増
﹂
の
﹁
可
処
分
所
得
﹂

に
対
す
る
割
合
を
求
め
、
そ
れ
ぞ
れ
﹁
預
貯
金
﹂、﹁
有
価

証
券
﹂、
﹁
実
物
資
産
﹂
と
名
付
け
た
。
世
帯
主
の
年
齢
階

級
は
、
﹁
～
二
九
歳
﹂
、
﹁
三
〇
～
三
九
歳
﹂、
﹁
四
〇
～
四

九
歳
﹂、
﹁
五
〇
～
五
九
歳
﹂、
﹁
六
〇
～
六
九
歳
﹂
、﹁
七
〇

歳
～
﹂
の
六
階
級
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
つ
の
資
産

に
対
し
て
四
二
個
の
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
る
。
な
お
﹁
家
計

調
査
︵
家
計
収
支
編
︶
﹂
で
は
、
﹁
貯
蓄
純
増
﹂
と
﹁
有
価

証
券
純
購
入
﹂
の
合
計
を
﹁
金
融
資
産
純
増
﹂
と
定
義
し

て
い
る
。
さ
ら
に
﹁
貯
蓄
純
増
﹂
と
は
、
﹁
預
貯
金
純
増
﹂

と
﹁
保
険
純
増
﹂
の
合
計
の
こ
と
で
あ
る
。
本
節
の
目
的

か
ら
、﹁
保
険
純
増
﹂
は
必
ず
し
も
分
析
の
対
象
に
は
な

ら
な
い
の
で
、﹁
金
融
資
産
純
増
﹂
か
ら
﹁
保
険
純
増
﹂
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を
除
い
た
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
﹁
預
貯
金
純
増
﹂
と

﹁
有
価
証
券
純
購
入
﹂
の
合
計
を
﹁
金
融
資
産
純
増
︵
保

険
を
除
く
︶
﹂
と
定
義
し
、
﹁
可
処
分
所
得
﹂
に
対
す
る
割

合
を
﹁
金
融
資
産
﹂
と
名
付
け
た
。
そ
し
て
二
つ
の
資
産

を
選
び
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
相
関
係
数
を
求
め
た
。
同
様

の
作
業
を
年
間
収
入
五
分
位
階
級
別
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て

も
行
っ
た
。

⑶

分
析
結
果

図
表
４
は
世
帯
主
の
年
齢
階
級
別
デ
ー
タ
に
よ
る
分
析

の
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
預
貯
金
と
有
価
証
券
の

相
関
係
数
は
マ
イ
ナ
ス
〇
・
二
一
で
あ
り
、
低
い
負
の
相

関
が
認
め
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
預
貯
金
が
増
加
す
れ

ば
有
価
証
券
が
減
少
す
る
こ
と
に
な
り
、
金
融
資
産
間
に

代
替
的
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
預
貯
金
と
実
物

資
産
の
相
関
係
数
は
マ
イ
ナ
ス
〇
・
四
三
で
あ
り
、
負
の

相
関
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
両
資
産
間
に
は
代
替
性
が
あ
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図表４ 資産間の関係（世帯主の年齢階級別）
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る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
有
価
証
券
と
実
物
資
産
の
相

関
係
数
は
〇
・
〇
六
で
あ
る
の
で
、
ほ
と
ん
ど
相
関
は
な

く
、
代
替
性
も
補
完
性
も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
最
後
に

金
融
資
産
と
実
物
資
産
の
相
関
係
数
は
マ
イ
ナ
ス
〇
・
四

三
で
あ
り
、
負
の
相
関
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
両
資
産
間

に
は
代
替
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
金
融
資
産
と
実
物
資
産
の
代
替
性
は
預
貯
金
と
実
物

資
産
の
代
替
性
に
起
因
し
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
結
果
か
ら
す
る
と
、
預
貯
金
に
比
べ
て
有
価
証
券

に
対
す
る
税
制
を
優
遇
し
て
有
価
証
券
の
保
有
が
増
加
す

る
と
仮
定
す
れ
ば
、
預
貯
金
の
保
有
が
減
少
す
る
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、
現
在
行
わ
れ
て
い
る
一
〇
％
の
軽
減
税

率
や
将
来
導
入
さ
れ
る
少
額
の
上
場
株
式
等
投
資
の
た
め

の
非
課
税
措
置
は
、﹁
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
﹂
の
流
れ
を
促

進
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
な
ど

に
よ
り
実
物
資
産
の
保
有
が
増
加
す
る
と
仮
定
す
れ
ば
、

預
貯
金
の
保
有
は
減
少
す
る
が
、
有
価
証
券
の
保
有
に
は

影
響
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
部
分
だ
け
を
見

れ
ば
、︵
保
険
を
除
い
た
︶
金
融
資
産
全
体
に
占
め
る
預

貯
金
の
割
合
が
減
少
し
、
い
わ
ば
見
か
け
上
の
﹁
貯
蓄
か

ら
投
資
へ
﹂
の
流
れ
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
図
表
５
は
年
間
収
入
五
分
位
階
級
別
デ
ー
タ
に

よ
る
分
析
の
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
預
貯
金
と
有

価
証
券
の
相
関
係
数
は
〇
・
一
一
で
あ
る
の
で
、
ほ
と
ん

ど
相
関
が
な
く
、
代
替
性
も
補
完
性
も
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
預
貯
金
と
実
物
資
産
の
相
関
係
数
は
マ
イ
ナ
ス

〇
・
二
一
で
あ
り
、
低
い
負
の
相
関
が
認
め
ら
れ
た
の

で
、
両
資
産
間
に
は
代
替
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
有
価
証
券
と
実
物
資
産
の
相
関
係
数
は
〇
・
〇
二
で

あ
る
の
で
、
世
帯
主
の
年
齢
階
級
別
デ
ー
タ
に
よ
る
分
析

と
同
様
に
、
ほ
と
ん
ど
相
関
が
な
く
、
代
替
性
も
補
完
性

も
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
最
後
に
金
融
資
産
と
実
物
資
産

の
相
関
係
数
は
マ
イ
ナ
ス
〇
・
二
一
で
あ
り
、
低
い
負
の

相
関
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
両
資
産
間
に
は
代
替
性
が
あ
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る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
結
果
か
ら
こ
こ
で
も
、
金
融

資
産
と
実
物
資
産
の
代
替
性
は
預
貯
金
と
実
物
資
産
の
代

替
性
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
図
表
４
、
５
を

比
較
す
る
と
、
預
貯
金
と
実
物
資
産
の
関
係
と
、
有
価
証

券
と
実
物
資
産
の
関
係
は
共
通
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

当
然
、
金
融
資
産
と
実
物
資
産
の
関
係
も
共
通
し
て
い

る
。
金
融
資
産
間
の
関
係
だ
け
が
異
な
る
結
果
と
な
っ
て

い
る
。

図
表
５
か
ら
、
有
価
証
券
優
遇
税
制
に
よ
り
有
価
証
券

の
保
有
が
増
加
す
る
と
仮
定
し
た
と
し
て
も
、
預
貯
金
と

実
物
資
産
の
保
有
に
は
影
響
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
た

だ
し
こ
の
場
合
で
も
税
制
が
﹁
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
﹂
の
流

れ
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
る
。
ま
た
、
実
物
資
産
の

保
有
が
増
加
し
た
場
合
の
効
果
は
、
世
帯
主
の
年
齢
階
級

別
デ
ー
タ
の
と
き
と
同
じ
で
あ
る
。
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図表５ 資産間の関係（年間収入五分位階級別）
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⑷

本
節
の
結
論

本
節
の
分
析
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
金
融
資
産
、

そ
の
中
で
も
特
に
預
貯
金
と
実
物
資
産
の
間
に
は
代
替
性

が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
政
策
的
な
イ
ン

プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
は
、
一
〇
％
の
軽
減
税
率
や
少

額
の
上
場
株
式
等
投
資
の
た
め
の
非
課
税
措
置
な
ど
が
、

﹁
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
﹂
の
流
れ
を
促
進
す
る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

た
だ
し
、
小
椋
︵
一
九
八
四
︶
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
各
資
産
の
可
処
分
所
得
に
対
す
る
割
合
を
求
め
、
相

関
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
い
う
分
析
手
法
は
、
大
ま
か
な

も
の
で
決
し
て
精
緻
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
デ
ー

タ
に
関
し
て
も
マ
ク
ロ
デ
ー
タ
で
あ
り
、
さ
ら
に
有
価
証

券
や
実
物
資
産
の
内
訳
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
今
後
は
マ
イ
ク
ロ
デ
ー
タ
な
ど
を
使
用

し
、
よ
り
精
緻
な
計
量
経
済
学
的
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
金
融
所
得
課
税
が
家
計
の
金
融
資
産
保
有

に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
実
物
資
産
の
存
在
も
考
慮
し

な
が
ら
分
析
を
行
っ
た
。

総
務
省
統
計
局
﹁
貯
蓄
動
向
調
査
﹂
を
用
い
た
一
九
七

〇
～
一
九
九
〇
年
代
を
対
象
と
し
た
分
析
の
結
果
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

株
式
等
︵
株
式
と
株
式
投
資
信
託
の
合
計
︶
の
保
有
に

関
す
る
分
析
に
お
い
て
は
、
決
定
係
数
は
低
い
が
税
引
き

後
株
式
収
益
率
の
正
の
有
意
な
影
響
が
検
出
さ
れ
た
。
ま

た
、
預
貯
金
等
︵
定
期
性
預
貯
金
と
通
貨
性
預
貯
金
の
合

計
︶
の
保
有
に
つ
い
て
は
、
税
引
き
後
株
式
収
益
率
の
負

の
有
意
な
影
響
が
検
出
さ
れ
た
。
配
当
所
得
の
実
効
税
率

の
上
昇
は
税
引
き
後
配
当
利
回
り
、
お
よ
び
税
引
き
後
株

式
収
益
率
を
引
き
下
げ
る
方
向
に
は
た
ら
く
の
で
、
株
式
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等
の
保
有
を
減
少
さ
せ
、
預
貯
金
の
保
有
を
促
進
さ
せ
る

こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
配
当
課
税
が
家
計
の
金
融
資
産

選
択
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。

一
方
、
実
物
資
産
へ
の
投
資
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
株

式
等
、
預
貯
金
等
と
も
に
有
意
な
結
果
は
得
ら
れ
な
か
っ

た
。
し
か
し
実
物
資
産
へ
の
投
資
の
中
に
は
、
金
融
資
産

の
保
有
に
影
響
を
与
え
る
も
の
も
あ
っ
た
。
具
体
的
に

は
、﹁
実
物
投
資
﹂
と
い
う
項
目
の
中
に
﹁
事
業
用
投
資
﹂

が
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
中
に
あ
る
﹁
建
物
﹂
と
い
う
項
目

を
取
り
出
し
て
分
析
す
る
と
、
株
式
等
の
保
有
に
対
し
て

正
の
有
意
な
影
響
が
検
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
株
式
等
と
事

業
用
の
建
物
は
補
完
的
な
関
係
に
あ
る
。

続
い
て
行
っ
た
、
総
務
省
統
計
局
﹁
家
計
調
査
﹂
を
用

い
た
近
年
に
つ
い
て
の
分
析
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
以
下

の
よ
う
に
な
る
。

①
金
融
資
産
と
実
物
資
産
の
間
に
負
の
相
関
が
認
め
ら

れ
た
。

②
預
貯
金
と
実
物
資
産
の
間
に
負
の
相
関
が
認
め
ら
れ

た
。

③
有
価
証
券
と
実
物
資
産
の
間
に
は
ほ
と
ん
ど
相
関
が

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

最
後
に
、
わ
が
国
の
金
融
所
得
課
税
の
改
革
に
対
す
る

含
意
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
総
務
省
統
計
局
﹁
貯
蓄
動
向

調
査
﹂
に
よ
る
分
析
で
は
配
当
課
税
が
家
計
の
金
融
資
産

選
択
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
総
務

省
統
計
局
﹁
家
計
調
査
﹂
に
よ
る
分
析
で
は
有
価
証
券
優

遇
税
制
が
﹁
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
﹂
の
流
れ
を
促
進
す
る
可

能
性
を
指
摘
し
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
一
年
末

の
上
場
株
式
等
の
配
当
・
譲
渡
益
に
対
す
る
優
遇
税
率
の

廃
止
は
、
﹁
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
﹂
の
流
れ
を
減
退
さ
せ
る

と
考
え
ら
れ
る⑷

。

ま
た
﹁
貯
蓄
動
向
調
査
﹂
に
よ
る
分
析
で
は
、
実
物
資

産
の
中
に
金
融
資
産
の
保
有
に
影
響
を
与
え
る
も
の
が
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
﹁
家
計
調
査
﹂
に
よ
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る
分
析
で
は
①
に
あ
る
よ
う
に
金
融
資
産
と
実
物
資
産
に

代
替
性
が
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
金
融
資
産
に
対

す
る
政
策
と
実
物
資
産
に
対
す
る
政
策
が
互
い
の
効
果
を

打
ち
消
し
合
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
指
摘
で
き
る
。
わ
が

国
で
は
、
金
融
所
得
課
税
に
お
い
て
政
策
的
要
請
に
応
え

る
た
め
の
特
例
措
置
が
存
在
し
て
い
る
。
金
融
所
得
課

税
、
特
に
そ
の
特
例
措
置
の
あ
り
方
を
考
え
る
際
に
は
、

実
物
資
産
に
対
す
る
政
策
の
影
響
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
本
稿
の
分
析
は
ご
く
簡
単
な
も
の
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
、
分
析
方
法
の
精
緻
化
を
図
っ
て
い

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

︵
注
︶

⑴

こ
の
分
析
は
既
に
世
帯
主
の
年
齢
階
級
別
デ
ー
タ
を
用
い
て
山
田

︵
二
〇
〇
九
︶
で
行
っ
て
い
る
。
三
節
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
年
間
収

入
五
分
位
階
級
別
の
デ
ー
タ
を
用
い
た
分
析
を
行
っ
た
。

⑵

説
明
変
数
は
先
行
研
究
を
参
考
に
選
択
し
た
。
厳
密
に
は
理
論
に

基
づ
い
た
モ
デ
ル
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑶

い
ろ
い
ろ
と
工
夫
は
し
て
み
た
が
、
決
定
係
数
が
低
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
定
式
化
等
に
さ
ら
な
る
工
夫
が
必
要
で
あ

る
。

⑷

た
だ
し
同
時
に
非
課
税
措
置
も
導
入
さ
れ
る
の
で
、
全
体
と
し
て

の
効
果
は
不
明
で
あ
る
。
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